
「おいしい食べきり運動推進店」登録要領 

 
１ 目的 
 事業所から排出される食品ロスの削減を推進するため、食品ロス削減運動を実践する飲

食店、旅館を募集し、「おいしい食べきり運動推進店」（以下「推進店」という。）として登

録すること、その取組を広く紹介することで、おいしい食べきり運動の推進に向けた意識

啓発を図る。 

 
２ 対象事業者 
 七尾市内で営業する飲食店、旅館（以下「飲食店等」という。） 

 
３ 取組項目 
 必須項目及び選択項目を一つ以上実践する飲食店等を推進店として登録する。 
（１）必須項目：食べ残しを減らすための呼びかけ実践（３０・１０運動） 

（例）注文受付時に適量注文を呼びかける、宴会での食べきりの呼びかけ 等 
（２）選択項目：次に示す取組項目を一つ以上実践 

①小盛りメニュー等の導入 
（例）ごはん量の調整、小盛りメニューの設定、ハーフサイズメニューの設定 等 
②ポスター等の掲示による食べ残し削減に向けた啓発活動の実施 
③食品廃棄物のリサイクルの実施 
（例）リサイクル企業に委託して堆肥化、生ごみ処理機で堆肥化 等 
④上記以外の食べ残しを減らすための工夫 

 
４ 取組内容 
（１）推進店は、取組項目を積極的に実践し、食品廃棄物の発生抑制に努める。 
（２）推進店は、交付されたＰＲ資材を使い、来店客へのＰＲに努める。 
（３）推進店は、市が実施するアンケート調査等に協力するものとする。 

 
５ 申請方法 
（１）推進店に登録を希望する飲食店等の代表者（以下「申請者」という。）は、申請書を

環境課へ郵送、FAX、電子メール又は持参により提出する。 
（２）環境課は、申請書の内容を確認し、登録者名簿へ記載するとともに、登録書を交付

する。 

 
６ 登録店舗の紹介 
 市は、登録店舗の取組内容等について、市ホームページ等で積極的に紹介する。 

 
附 則 
この要領は、平成２９年７月５日から施行する。  



「おいしい食べきり運動推進店」登録申請書 

 

「おいしい食べきり運動推進店」登録要領に基づき、登録を申請します。 

     年  月  日  

１ 基本情報 

◎店舗名  代表者名  

◎店舗所在地 〒   － 

 

 

◎営業時間  ◎定休日  

◎電話番号  

◎店舗ＨＰ http:// 

連絡先 担当者氏名  

電話  ＦＡＸ  

E メール            ＠ 

※ ◎印の内容は、市ホームページに情報を掲載させていただきますので、ご了承願います。 

 

２ 取組内容 

取り組む内容のチェック欄に○を入れてください。 

ﾁｪｯｸ欄 取 組 内 容 

○  ポスター等の掲示による食べ残し削減に向けた啓発活動の実施（３０･１０運動） 

 ① 小盛りメニュー等の導入 

 (例)ごはん量の調整、小盛りメニューの設定、ハーフサイズメニューの設定 等 

 ② 食べ残しを減らすための呼びかけ実践 

 (例)注文受付時に適量注文を呼びかける、宴会での食べきりの呼びかけ 等 

 ③ 食品廃棄物のリサイクルの実施 

 (例)リサイクル企業に委託して堆肥化、生ごみ処理機で堆肥化 等 

 ④ その他（上記以外の食べ残しを減らすための工夫を具体的内容を記載ください） 

 

 

 

 

 

３ 啓発資材希望数（店舗所在地あてに送付します） 

①夏キャンペーン（８月～９月） 

コースター          枚 啓発用 POP          枚 

②冬キャンペーン（１２月～１月） 

コースター          枚 啓発用 POP          枚 

  



「おいしい食べきり運動推進店」登録申請書 

 

「おいしい食べきり運動推進店」登録要領に基づき、登録を申請します。 

令和元年 ７月 1 日  

１ 基本情報 

◎店舗名 おいしい食べきり食堂 代表者名 七尾 太郎 

◎店舗所在地 〒９２６－８６１１ 

七尾市袖ケ江町イ部２５番地 

七尾市市民生活部環境課 

◎営業時間 午前８時 30 分～午後５時 15 分 ◎定休日 土日祝日 

◎電話番号 ０７６７－５３－１１１１ 

◎店舗ＨＰ http://www.city.nanao.lg.jp 

連絡先 担当者氏名 環境 二郎 

電話 0767-53-8421 ＦＡＸ 0767-53-3315 

E メール            kankyo＠city.nanao.lg.jp 

※ ◎印の内容は、市ホームページに情報を掲載させていただきますので、ご了承願います。 

 

２ 取組内容 

取り組む内容のチェック欄に○を入れてください。 

ﾁｪｯｸ欄 取 組 内 容 

 ○ ポスター等の掲示による食べ残し削減に向けた啓発活動の実施（３０･１０運動） 

  ① 小盛りメニュー等の導入 

 (例)ごはん量の調整、小盛りメニューの設定、ハーフサイズメニューの設定 等 

 ○ ② 食べ残しを減らすための呼びかけ実践 

 (例)注文受付時に適量注文を呼びかける、宴会での食べきりの呼びかけ 等 

 ③ 食品廃棄物のリサイクルの実施 

 (例)リサイクル企業に委託して堆肥化、生ごみ処理機で堆肥化 等 

 ○ ④ その他（上記以外の食べ残しを減らすための工夫を具体的内容を記載ください） 

コースターの図案をメニューに印刷している。 

アジなどの小さな魚は骨せんべいを無料サービスしてお客様の意識を高めている。 

茶碗を男性用と女性用に分けている。 

 

 

３ 啓発資材希望数（店舗所在地あてに送付します） 

①夏キャンペーン（８月～９月） 

コースター   ２，０００  枚 啓発用 POP   ２０     枚 

②冬キャンペーン（１２月～１月） 

コースター   ２，０００  枚 啓発用 POP   ２０     枚 

 

記載例 

ここに記載されているのは申請書の送付

先、電話 FAX、Ｅメールアドレスです 


